
第３章
新規性

新
規
性
と
進
歩
性
は

特
許
審
査
の
肝
に
な
る
要
件
だ
よ
。

ま
ず
は
新
規
性
か
ら
見
て
い
こ
う
。

特
に
サ
ブ
コ
ン
の
考
え
方
を

マ
ス
タ
ー
し
よ
う
！

難しいと感じたら吹き出しを中心に読んで、

細かい点より全体の流れを把握してね。

※吹き出しは、初心者の方を意識して、

正確性より分かりやすさを重視しています。
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み
ん
な
も

ア
ク
セ
ス
し
て
み
て
ね
！
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や、サブコンビネーション

ていうのがよくわからないのです。
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ｌ

Ｏ
Ｔ
、
Ａ
Ｉ
関
連
発
明
で
は

複
数
の
機
器
が

コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で

動
作
す
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
合
、

サ
ブ
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の

考
え
方
が
重
要
に
な
る
よ
！

例
を
見
な
が
ら

し
っ
か
り
と
理
解
し
て
い
こ
う
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[E] プ リ ン タ と カ ー ト リ ッ ジ
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サブコン（サブコンビネーション発明）とは
コ ンビネ ーシ

分部
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検索

結果
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検 索

サ ーノ
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検索頻度：

⇒検索手法

」_

Ａ

検索頻度：低

⇒検索手法Ｂ

システム全体（コンビネーション発明）

クライアント装置だけを切り出す

か ら

[請求項1]

検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検

索結果を表示手段に表示することができるクライアント装置。

従来技術

ど
う
い
う
こ
と
？
　
　
　

が

炉

ノ

意
味
わ
か
ん
な
い
ん
だ
け
ど
！
　
　
いぞ

ぐ
＼

次
の
ペ
ー
ジ
で
具
体
例
を
見
て
み
よ
う

し
ぼ

ノ

ー

ー

Ｘ

／ ／
／

へ
- ヽ

、　 検索
ハ ワード;

､クライアン
＼

＼ へ 装
-

へ

ﾄｿ
置 ．／

＝／
-

検索

サーバ

検索頻度に応
じて検索手法
Ａ，Ｂを変更

することは知
られていない

検索

結果

そ
の
と
お
り
！

こ
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
装
置
は

新
規
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
装
置
の
サ
ブ
コ
ン
に

検
索
サ
ー
バ
の
処
理
を

無
理
や
り
書
い
た
ら
ど
う
な
る
か
な
？

え
？
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
。

検
索
頻
度
に
応
じ
て

検
索
手
法
を
変
更
す
る
っ
て
い
う

「
検
索
サ
ー
バ
」
の
処
理
が

従
来
技
術
と
違
う
点
で
す
よ
ね
？

「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
装
置
」
だ
け

切
り
出
し
ち
ゃ
っ
た
ら

従
来
技
術
と

何
も
違
わ
な
い
ん
じ
や
？
？・
？・
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／二言 、、 検索。　　　　　　 検 索頻度 ：高
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装置
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へ~~/
システム全体（コンビネーション発明）から

クライアント装置だけを切り出した

｡、 クライアント装置のサブコン（請求項に係るサブコン）に

｀･●　　 検索サ バ（他のサブコン）の処理を無理やり記載

ノダ
＼

Ｊ≒

［請求項1 ］

検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検
索結果を表示手段に表示することができるクライアント装置で

あって、前記検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて
検索手法を変更することを特徴とするクライアント装置

新規性はクレームに基づいて判断するんですよね？

従来技術にないことがクレームに書いてある以上は

新規性があるんですかねえ？

り(千

脇 ，

ぐｻ≒゙ﾏ結局、クライアント装置だけ見たら従来技術と同じじゃん。

新規性あるって何かおかしくない？

クレームは「クライアント装置」のサブコンだよ。

検索サーバ（他のサブコン）の記載を

クレームに無理やり書いたところで。

「クライアント装置」の発明としては、

構造や機能等の観点で従来技術と何も変わらない。

つまり、新規性は否定されるよ！

！

一

「他のサブコンの記載」が「クレームのサブコンの構造や機能等」を

どのように特定しているか考えよう！

何も特定していなければ、従来技術との相違点にならないよ



オ ールエ レメ ン トル ール

クレームの全部の要素（オールエレ
実施しないと特許権侵害にならない

［請求項1 ］

検索サーバが～～という処理を行い、

クライアント装置が～～という処理を行う

ことを特徴とする検索システム。
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メ ン
ｊ卜 を

サ

則原ういと

コンビネーシ

クレーム

検索サーバだけを提供する業者
クライアント装置の部分を実施

⇒特許権侵害を問えないおそれ

シ ョ ン

は
していない
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なるほど。サブコンとして切り出す

使いやすい特許権になるんですね！

”`

二 とで

うちの会社で出願するときも気を付けます。

で
も
さ
あ
、

検
索
サ
ー
バ
の
処
理
が

従
来
技
術
と
違
う
な
ら

検
索
サ
ー
バ
の
サ
ブ
コ
ン
で

ク
レ
ー
ム
す
れ
ば
い
い
じ
や
ん
？



検索サーバのサブコンクライアント装置のサブコン
ヘヘ

＼
＼

＼
＼
＼
Ｘ

検索頻度：高

⇒検索手法Ａ

/

Ｉ

ｊ⑤

／ ／
／

／
／

Ｅﾖ1 111jlj

１
で

Ｓ

。ｙ

／
／

／

／

／

／

／

／
／

／

／
／

／／

検索頻度：低

⇒検索手法Ｂ

/"/~-- 一 一 一 一

へ
へ

～`～心 ～~

１

－

Ｉ

/ 扁蜃:へ
、`

昌K
Ｑ ．゙じ Ｓ`･ ’゛

,ライアント

装置 ．／
/

へ

‰

ド 脊く
、

,
べ 丁

” ．

一 一 一
へ

サーバが海外に存在すると
性能可いし難が使行権許特

△特許権を
○

行使しやすい
日
本
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
な
ら

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
装
置
は

日
本
国
内
に
存
在
す
る
は
ず
な
の
で
、

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
装
置
の
サ
ブ
コ
ン
で

日
本
の
特
許
権
を
取
れ
ば
、

行
使
し
や
す
い
権
利
に
な
る
ん
で
す
ね
！

以

＼`＼○
岬
Ｖ

ム

。万

に
絵に描いた餅 ？

け
ど
さ
あ
、

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
装
置
の
サ
ブ
コ
ン
に

検
索
サ
ー
バ
の
処
理
を
書
い
て
も

新
規
性
が
な
い
ん
で
し
よ
？

特
許
を
取
れ
な
い
ん
じ
や

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
装
置
の
サ
ブ
コ
ン
も

意
味
な
い
じ
や
ん
！

抑
齢
が

郷

日本の特許権

特許権は各国ごとに独立

例
え
ば
、
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
儲
け
る

プ
リ
ン
タ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
な
ら
、

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
の
サ
ブ
コ
ン
で

特
許
権
を
取
る
と
使
い
や
す
い
ね
！



クライアント装置のサブコンに

検索サーバの処理を書いて

新規性が認められる例
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検索ワード
111111

検索
サーバ

検索結果

暗号化方式Ａ

で符号化

システム全体（コンビネーション発明）から
クライアント装置だけを切り出した

クライアント装置のサブコン（請求項に係るサブコン）に

検索サーバ（他のサブコン）の処理を記載

[請求項1]

検索ワードを検索サーバに送信し、検索サーバから直接受信した返
信情報を復号手段で復号して検索結果を表示手段に表示するクライア
ント装置であって、前記検索サーバは前記返信情報を暗号化方式Ａに
より符号化した上で送信することを特徴とするクライアント装置。

今回もクレームは「クライアント装置」のサブコンだよ。

他のサブコン（検索サーバ）の記載（赤字）に注目してほしい。

検索サーバが暗号化方式Ａにより符号化して

クライアント装置に送るということは、

クライアント装置は、当然、暗号化方式Ａに対応した

復号処理を行う機能を有していることになる。

≒

… ……l･･1･
ノ ’

≒

つまり、従来のクライアント装置が、

検索ワードの送信、検索結果の受信・表示に加えて、

暗号化方式Ａに対応した復号処理を行っていなければ、

新規性があるということですね！

ノ

結局、検索サーバ側の処理を書くことで

クライアント装置の新規性がありになる場合と、

そうならない場合で、何が違うの？



ク

装置

クライアント装置のサブコンクレームに
検索サーバ（他のサブコン）の記載を入れる場合

検索ワード

検索
ヴ ーバ

－

－

｜

クライアント装置の

サブコンに書けば

構造、機能等が

特定される

＼

･

－

－

－

－

検索頻度：高

⇒検索手法Ａ

検索頻度：低
⇒検索手法Ｂ

一 一

検索サーバ内の内部処理

⇒クライアント装置と無関係

クライアント装置の クライアント
サブコンに書いても 装置としては
構造、機能等が　　　相違点なし
特定されていない　 ⇒新規性なし

検索
｢T7-ﾄﾞ;

検索
結果 検索

サーバ
--

ク ラ イ ア ン トッ･

＼＼へ 装 置y ／／

卜／
／瀬 索結果｀へ

Ｊ　暗号化方式Ａ

ヽ　　で符号化

検索サーバによる暗号化方式Ａの符号化

⇒クライアント装置は対応する復号処理

クライアント

装置として

相違する

⇒新規性あり

従来技術
暗号化方式Ａ

検索手法Ａ，Ｂ

いずれも

知られていない

サブコンクレームで

他のサブコンの記載が含まれているときは

をしっかり考える
｀W

1_ ，とが重要だ
１

１

他
の
サ
ブ
コ
ン
の
記
載
が

ク
レ
ー
ム
の
サ
ブ
コ
ン
の

構
造
や
機
能
を

特
定
し
て
い
な
け
れ
ば

意
味
が
な
い
記
載
に

な
っ
ち
ゃ
う
の
ね
！

構
造
や
機
能
を
特
定
し
て
い
れ
ば

ク
レ
ー
ム
の
サ
ブ
コ
ン
は

そ
の
よ
う
な
構
造
や
機
能

が
あ
る
も
の
と
し
て

従
来
技
術
と
比
較
す
る
ん
で
す
ね



引用発明（従来技術）本願発明

・ネットワークを通じて物体の

生産施設から受信した情報

に基づいて特定された物体

の種類に関する情報

｀j

-y

ロ
ボ
ッ
ト
装
置
が

物
体
の
種
類
情
報
を

サ
ー
バ
か
ら
受
信
し
て
、

物
体
を
扱
う
た
め
の

制
御
を
す
る
点
は

同
じ
な
ん
で
す
ね
。

?･

物体(製品)
Ｊ

卜 装 置 の`ダ”（“ ）

はあるかなＸ

ロボッ

噺規性

－

几
Ｚ

ノ

本
願
発
明
が

従
来
技
術
と
違
う
の
は

サ
ー
バ
が
生
産
施
設
か
ら

受
信
し
た
情
報
を
使
っ
て

物
体
の
種
類
情
報
を

特
定
し
て
い
る
点
ね
。



引用発明（従来技術）本願発明

・ネットワークを通じて物体の

生産施 設から受信した情報

に基づいて特定された物体

の種 類に 関する情報.･J
／

〆
「

あ1･

'1

-

こ

．

紆

ｋ..

物体( 製品)
Ｉ

Ｊ

ク
レ
ー
ム
の
サ
ブ
コ
ン
は
「
ロ
ボ
ッ
ト
装
置
」
だ
ね

サ
ー
バ（
他
の
サ
ブ
コ
ン
）
の
記
載
は

ロ
ボ
ッ
ト
装
置
の
構
造
、
機
能
等
に

影
響
を
及
ぼ
す
か
な
？

回答情報の内容が異なる

ロボット装置が受け取る情報は
｢物体の種類に関する情報｣

である点で相違はない答え：新規性なし

ｋ

.･､.ツ･-､･　　　　　　N.　　w/
八 ｀･　　　 ｀ヽ ､ノａ

１

ロ
ボ
ッ
ト
装
置
か
ら
し
て
み
る
と
、

物
体
の
種
類
に
関
す
る
情
報
を

受
信
し
て
い
る
点
に
変
わ
り
は
な
く
て
、

サ
ー
バ
側
で
ど
の
よ
う
に
生
成
し
よ
う
と
、

ロ
ボ
ッ
ト
装
置
の
構
造
や
機
能
は

従
来
技
術
と
変
わ
り
ま
せ
ん
ね

下の補正例を

見てみよう ＿

じ
や
あ
、
サ
ー
バ
側
か
ら
受
信
す
る

回
答
情
報
そ
の
も
の
が

従
来
技
術
と
違
っ
た
ら

ど
う
な
る
の
か
し
ら
？

-

％

／

＿
’Ｎ

．
．

入

イ

ノ

ご
へ
へ



[請求項1]
原水に含まれる汚濁物質を除去して処理水を製造する水処理装置であって、

可変に設定される周期日数で逆洗浄プロセスを実行する手段と、前記水処理装置に導入される
原水の汚濁物質濃度を検出する濃度検出センサと、前記検出した汚濁物質濃度を、通信可能に接
続された遠隔制御サーバに送信する手段と、を備え、

前記遠隔制御サーバは、同一の原水ライン上の複数の水処理装置から送信された複数の汚濁
物質濃度に基づいて、従前の周期日数を更新するための新たな周期日数を算出し、前記水処理
装置に送信することを特徴とする、水処理装置。

本願発明

∩ ｜

逆洗浄
装置３

フ
ィ
ル
タ
ー
は
ち
ゃ
ん
と
掃
除
・

交
換
し
ま
し
ょ
う

１

●

① 汚濁物質の
濃度を送信

②逆洗浄の新たな
周期日数を算出

遠隔制御
- サーバ

引用発明（従来技術）

水処理装置

鴇

水質検査のために．
汚濁物質濃度を送信1

・

逆洗浄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!;4j
装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｌ`

逆 洗 浄 の 周 期 日 数 は 、

水 処 理 装 置 の 画 面 イン タ ー フ ェ イ ス 上 で 、

管 理 者 が 設 定･ 更 新

サーバ

―

ｙ
ｒ

♂
／

Ｆ

に

水処理装置２

③ 逆洗浄の新たな
周期日数を受信

将ら･

水処理装置３

－４ ＝＝ ＝ ＝１

Ｗ 各逆洗浄の周期日数を

受仁した新周順口数に更新

え
？
？・
？・
逆
洗
浄
？

こ
う
い
う
の
っ
て
そ
ん
な
面
倒
な
こ
と
が
必
要
な
の
？

う
ち
に
も
水
道
水
を
き
れ
い
に
す
る
純
水
器
を

何
年
か
前
に
買
っ
た
け
ど
、
一
度
も
そ
ん
な
こ
と
し
て
な
い
わ

原
水
を
き
れ
い
に
す
る
水
処
理
装
置
の

洗
浄
能
力
を
保
つ
た
め
の

逆
洗
浄
に
関
す
る
発
明
で
す
。

本
願
発
明
が
従
来
技
術
と
異
な
る
の
は
、

遠
隔
制
御
サ
ー
バ
が
適
切
な
周
期
日
数
を
計
算
し
て

水
処
理
装
置
に
送
信
す
る
点
の
よ
う
で
す
ね
。

水処理装置の

新規性はあるかな？



本願発明
原水ライン

② 逆洗浄の新たな
周期日数を算出

遠隔制御
･-¬　　 ．． サーバ

自

問
闘

―

本願発明の水処理装置は

遠隔制御サーバから
周期日数を受信する手段を

有している

答え：新規性あり

引用発明

水処理装置

(従来技術)

水質検査のために、

汚濁物質濃度を送信、
口　　 ‾ ‾" ‾‾ ‾ ‾' ‾‾ ‾ ‾ ‾ ●

逆洗浄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!|;ﾐi

装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｑ`

逆 洗 浄 の 周 期 日 数 は 、

水 処 理 装 置 の 画 面 イ ン タ ー フ ェ イ ス 上 で 、

管 理 者 が 設 定･ 更 新

相違点あり

サーバ

―

ク
レ
ー
ム
の
サ
ブ
コ
ン
は
「
水
処
理
装
置
」
だ
ね

遠
隔
制
御
サ
ー
バ（
他
の
サ
ブ
コ
ン
）
の
記
載
は

水
処
理
装
置
の
構
造
、
機
能
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
な
？

水
処
理
装
置
が

遠
隔
制
御
サ
ー
バ
か
ら

周
期
日
数
を
受
信
す
る
手
段
を

有
す
る
と
い
う
点
で

水
処
理
装
置
を
特
定

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

／ ‾ ‾

ご

Ｖ

＼
う

先行技術は水処理装置の画面インターフェイス上で

周期日数が設定・更新されるみたいだから、

周期日数をサーバから受信する手段はないわよね？

じゃあ、これは特許になるってこと？

特許を受けるためには新規性に加えて進歩性も必要です。

進歩性の判断手法は次の章で学びますが、

従来技術の水処理装置において、

周期日数をサーバから受信する手段を設けることが容易かどうか

が判断されることになります。



手法Ｙ

匝
ド

. ●　　J　=　 ㎜

健康管理

"

[請求項1]
ウェアラブルセンサ、健康管理サーバ、端末装置から構成される健康管理システムであって、

前記ウェアラブルセンサは、人体の肌に張り付ける貼付型であり、装着者の体温、心拍数を含む
生体データを測定する手段と、前記生体データを前記端末装置へ送信する手段と、を有し、
前記端末装置は、前記生体データを前記ウェアラブルセンサから受信する手段と、前記受信した

生体データを定期的に集約して前記健康管理サーバに送信する手段と、前記健康管理サーバから
受信した健康指標値Ａを受信する手段と、前記健康指標値Ａを画面上に表示する手段と、を有し、
前記健康管理サーバは、前記端末装置から受信した前記生体データを分析手法Ｘによって分析

することで前記装着者の健康指標値Ａを算出する手段と、前記算出した健康指標値Ａを前記端末
装置へ送信する手段と、を有する、ことを特徴とする、健康管理システム。
[請求項２]
請求項1記載の健康管理システムに用いられる端末装置。

本願発明
貼付型センサ

生体データ

口　 － ・

体温･心拍数等

い
や
、
、
特
許
審
査
の
結
果
は

社
長
の
好
み
で
決
ま
る
も
の

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
・
・

引用発明（従来技術）

だ ≒

”

･i--㎜4 ≒ ≒

健康管理

ヰ
く

手法Ｘ

衣料型センサ

E ｊ≒
請求項１，２の

新規性はあるかな

ミｰ ”

☆

ヴ

Ｑ
･

‐
’／

吟

Ａ

貼
付
型
セ
ン
サ
つ
て

使
っ
た
こ
と
な
い
し
、

従
来
技
術
の
方
が
好
き
だ
わ
。

特
許
に
す
る
の
は

難
し
い
ん
じ
や
な
い
か
し
ら
？

独
立
請
求
項
に
新
規
性
が
あ
れ
ば
、

そ
の
独
立
請
求
項
を

引
用
す
る
従
属
請
求
項
も

新
規
性
が
あ
る
こ
と
が
多
い
よ
。

と
い
う
こ
と
は
、

独
立
請
求
項
で
あ
る

請
求
項
１
に
新
規
性
が
あ
れ
ば
、

従
属
請
求
項
で
あ
る

請
求
項
２
も
新
規
性
あ
り
と

判
断
し
て
よ
い
か
な
？

請
求
項
１
は
サ
ブ
コ
ン
形
式
の

ク
レ
ー
ム
で
は
な
く
、

コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
全
体
の

「
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム
」
を

ク
レ
ー
ム
し
て
い
る
点
に

注
意
し
よ
う
。

QIsI 目1日健ljiiiEI;ai;ljﾐiiilsﾑ;ﾑ|ヌJlj5:!ILllj!J目ﾐ目目i瀦 目栞| ∃1111111ﾋ|



請求項１

本願発明

はシステム全体をクレーム

／乙嵩末装虚`、貼付型センサ　　　 ／

生体デダタ

ロ　 ～･ ４

ノ　体温一心
当

健康管理

4ﾚ

請求項２は端末装置の

サブコンクレーム

答
・兄

●

●

Ｘ生体データ
匹

⑤

引用発明（従来技術）

衣料型センサ 端末装置

會ら ４
生体データ

●
・

健康管理

⑤
他のサブコン（貼付型センサ、健康管理サーバ）の記載は
クレーム（端末装置）のサブコンの構造、機能等を特定？
ｙ貼付型センサ：端末装置が受信するのは、センサの種類

が変わっても、結局、生体データ（体温・心拍数等）
ｙ分析手法Ｘ：端末装置が受信するのは、分析手法が変

わっても、結局、健康指標Ａ

請求項１は新規性あり、請求項２は新規性なし

々
１Ｊ1:l

請
求
項
１
は
シ
ス
テ
ム
全
体
な
の
で
、

明
ら
か
に
新
規
性
あ
り
だ
ね
。

セ
ン
サ
の
種
類
が
貼
付
型
で
あ
る
点
と
、

サ
ー
バ
の
分
析
手
法
が
Ｘ
で
あ
る
点
が

従
来
技
術
と
相
違
す
る
ね
。

「
端
末
装
置
」
の
構
造
、
機
能
等
は

特
定
し
な
い
っ
て
こ
と
な
の
ね
。

結
局
、
貼
付
型
セ
ン
サ
、

分
析
手
法
Ｘ
と
も
に
、

請
求
項
２
は
請
求
項
１
か
ら

端
末
装
置
だ
け
を
切
り
出
し
た

サ
ブ
コ
ン
ク
レ
ー
ム
で
す
ね
。

貼
付
型
セ
ン
サ
や

サ
ー
バ
の
分
析
手
法
の
相
違
が
。

「
端
末
装
置
」
の
構
造
、
機
能
等
を

ど
の
よ
う
に
特
定
す
る
か

考
え
れ
ば
い
い
ん
で
す
ね

健康管理システム、端末装置



本願発明
(ドローン位置情報)

Ａ(緯度０, 経度△),Ｂ(緯度０, 経度△),・‥
管理サーバ

－ － 一 一 一 一 一Ｌ ＿ ＿ －
（2-1） 端末位置情報に基づいて､ 見守り対象の最も近<

に存在するドローン装置Ａを選択

選択したドローン装置Ａに端末位置

情報を送信

(2-2)

．　　 ． ドローン装置Ｂ
一 一‘;zr °

ネットワー ク

(1) 端末位置情報を送信

端末装置見守り対象

(ドローン位置情報)

Ａ(緯度０, 経度△),Ｂ(緯度０, 経度△),‥‘
管理サーバ

Ｌ

引 用 発 明 （ 従 来 技 術 ）

（21 ） 端末識別情報に対応付いたドローン` 置Bを 寺

ネットワー クドローン装置Ａ　￥.

(1) 端末識別情報と端末位置情報を送信

端末装置
見守り対象 岫゙1｀

？

・
な

ドローン装置の

新規性はあるか

本
願
発
明
と
従
来
技
術
で
は
、

管
理
サ
ー
バ
が
ド
ロ
ー
ン
装
置
を

選
択
す
る
基
準
が
違
う
よ
う
で
す
。

従
来
技
術
で
は

見
守
り
対
象
が
持
っ
て
い
る

端
末
の
Ｉ
Ｄ
に
対
応
し
た

ド
ロ
ー
ン
が
選
択
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

本
願
発
明
で
は
、
見
守
り
対
象
の
近
く
に
い
る

ド
ロ
ー
ン
装
置
が
選
択
さ
れ
ま
す
。

り
4Ｗ

官
物
９

‾ １

へ

「 ‾

ｙ Ｓ

-

プ
ノ
ヤ

＼う

一 一゜;zr°
ドローン装置Ａ

そ

う

い
え
ば
、
こ
の
間
、

ド
ロ
ー
ン
を
カ
ー
ド
ロ
ー
ン
で
買
っ
た
の
よ
♪



(ドローン位置情報)

Ａ(緯度０, 経度△),Ｂ(緯度０, 経度△)，

‐

－

１

－

管理サーバ

一 一 － 一 一 － 一 一 一 一 一 一 一 － 一 一 一 ・ 一 一 一 － 一 一 －Ｌ

引 用 発 明 （ 従 来 技 術 ）

（2-1） 端末識別情報に対応付いたドローン` 置Ｂを特定

ネットワークドローン装置Ａ　￥ 一

(1)端末識別情報と端末位置情報を送信

端末装置
見守り対象‘'

Ｓ ｀

答え：新規性なし

こ
の
ク
レ
ー
ム
は
「
ド
ロ
ー
ン
装
置
」
の
サ
ブ
コ
ン
だ
か
ら
、

管
理
サ
ー
バ（
他
の
サ
ブ
コ
ン
）
の
記
載
が
、

「
ド
ロ
ー
ン
装
置
」
の
構
造
、
機
能
等
を

ど
の
よ
う
に
特
定
す
る
か
考
え
て
み
よ
う
。

∧
-

プ
こ

い

＼
う

選
択
さ
れ
た
「
ド
ロ
ー
ン
装
置
」
は

管
理
サ
ー
バ
か
ら
端
末
位
置
情
報
を

も
ら
っ
て
い
る
だ
け
で
す
ね
。X/'

‾'‾' ‾‾` '-χ
ノ　　　　 ＼

結
局
、
管
理
サ
ー
バ
側
の
ド
ロ
ー
ン
装
置
の
選
択
基
準
は

「
ド
ロ
ー
ン
装
置
」
の
構
造
、
機
能
に
は
何
も
影
響
し
な
い

っ
て
こ
と
ね
。



一

二

と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
の
例
は
全
部
、

他
の
サ
ブ
コ
ン
の
記
載
部
分
で
、

新
規
性
が
問
題
に
な
る
事
例
で
し
た
。

け
ど
、
ク
レ
ー
ム
に
係
る
サ
ブ
コ
ン

の
部
分
で
、
相
違
点
が
あ
る
場
合
は

ど
う
な
る
ん
で
す
か
ね
？

・

ｆ



拒絶理由通知等で

先行技術として

引用する発明



本願雀明の認巡に注意が椚要な類型

生質又は牲|生を用いて物を特定しよ とう作用、機能、

する記載があ

物の用途を用
途限定）があ

る場合

いてその物を特定しよ

る場合

う とする記載 用ぐ

製造方法によって生産物を特定しようとする記載があ
る場合

学
ん
で
行
こ
う
！

／
／
－

ノ
〈
（
ご犬

ノ

ヤ

ｙ

さ

fぬ
ら

－
Ｊ

卜

‐

Ｏ
Ｔ
関
連
発
明
は

複
数
の
機
器
が

連
携
動
作
す
る
た
め
、

サ
ブ
コ
ン
ク
レ
ー
ム
を

用
い
る
機
会
が

多
い
ん
で
す
よ
ね
。

次
の
章
で
は

進
歩
性
を

他
の
類
型
は

知
ら
な
く
て
い

―
ｔ

の

？
・

サブコンをマスターして、

｢特許の審査基準のポイン

に他の類型にも興味があったら

を見てね

特 許 ，

ソ

ニ.√

ぶltTI ゝ，

特許の審査基準のポイント

特許庁 審査第一部 調鰹課 審査基準室
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